
日本ケミカルデータベース株式会社 

ｅｚMONITOR 約款 

制定日：2022年11月  

本約款は、日本ケミカルデータベース株式会社（以下「ＪＣＤＢ」といいます）が提供するインターネット

を利用したｅｚＭＯＮＩＴＯＲの更新通知および閲覧サービス（以下「本サービス」といいます）を利用する

全ての者に適用され、本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます)の内容となります。 

なお、本約款第２条に定める本サービスを利用する手続をする際に、アカウント登録をもって本約款が

適用されることに同意したとみなします。 

 

第１条（本サービスの契約者及び利用者） 

1. 本サービスの契約当事者（以下「契約者」といいます）は、原則として法人に限ります。 

2. 本サービスを利用することができる者（以下「利用者」といいます）は、契約者である法人と雇用

契約を締結し、且つ、当該法人において本サービスを利用する業務に従事する方に限られるも

のとします。 

3. 本契約は、契約者及び利用者を個人に限定し、利用許可するものとします。 

 

第２条（本契約の成立） 

1. 本サービスの利用申込は、ｅｚＭＯＮＩＴＯＲのアカウント登録フォームに本サービスを利用するた

めに必要な事項（以下「契約必要事項」といいます）を入力する方法で行ってください。 

2. 本サービスの利用申込は、仮登録フォームよりメールアドレスおよびパスワードを設定いただく

ことで、アカウント登録の通知を仮登録のメールアドレス宛に送付しますので、アカウント登録フ

ォームに契約必要事項を入力してください。アカウント登録をもって申込とし、申込完了メールを

登録のメールアドレス宛に送付します。ＪＣＤＢは当該申込を受領次第、本約款の規定に照らし

て審査の後、申込受領日より 5 営業日以内に、審査結果を申込者に通知します。 

3. 本契約は、本サービスの利用を認める場合、サービス開始の審査結果の通知（以下「ユーザー

ＩＤの発行」といいます）をもって成立し、以後はキャンセルすることはできません。 

4. 契約者は、ユーザーＩＤの発行日より本サービスを利用することができます。 

  

第３条（契約期間） 

1. 本サービスの契約期間は、ユーザーＩＤ発行日の翌月１日から１年間が経過するまでとします。 

（例えば、２０２２年８月１２日にユーザーＩＤが発行された場合、初年度の契約期間は２０２２年

９月１日から２０２３年８月末日までの間となります。） 

2. 年月日および時間については日本における標準時間を基準とします。 

3. 契約期間満了日の１ヶ月前までに、契約者がＪＣＤＢに対して次条に定める届出による通知を

行わない場合は、本契約は、同一の条件で、さらに１年間更新されるものとし、以後も同様とし

ます。本項に基づく更新後の契約期間は、更新日（更新前の契約の契約期間満了の日の翌

日）より１年間とします。 

 

第４条（契約者による本契約を更新しない旨の通知） 

1. 契約者が前条第３項に定める本契約の更新を希望しない場合には、契約者は、契約期間満了

日の 1 ヶ月前までにＪＣＤＢ所定の書式により届出をすることにより、ＪＣＤＢに対して通知をしな

ければなりません。ＪＣＤＢは、契約者からの当該届出を受領した後速やかに、電子メールの送



信その他の方法によって契約者に対し、本契約の更新を希望しない旨の意思の確認をします。 

2. 前項に定める手続により契約者の更新を希望しない旨の届出を受領した場合、ＪＣＤＢは、契

約期間満了日の午後５時（１７：００）をもって本サービスの提供を終了します。 

 

第５条（契約必要事項の変更） 

1. 契約者は、契約必要事項に変更が生じた場合、速やかにＪＣＤＢに対し、ＪＣＤＢ所定の書式に

よる届出にて変更内容を通知してください。ＪＣＤＢは、当該届出を受領した後速やかに確認作

業を行い、完了後、電子メールの送信その他の方法によって契約者に確認した旨を通知しま

す。 

2. 本サービスに登録する 製品・物質物質・法規区分それぞれの上限数（以下「登録上限数」と

いいます）を変更する場合には、契約更新月の 1 ヶ月前までに、前項に定める手続きにより通

知してください。ＪＣＤＢは、当該届出を受領した後速やかに、電子メールの送信その他の方法

によって契約者に対し、本契約の登録上限数を変更する届出を受領した旨を通知します。登

録上限数の減少の場合には、ＪＣＤＢ所定の書式により登録上限数減少にともない削除する

内容を通知してください。ＪＣＤＢは契約者より通知された削除する内容を、契約期間満了日に

削除します。以降、削除した内容の復元はできません。 

3. JCDB が前項の通知を行わなかったことにより契約者が不利益を被ったとしても、ＪＣＤＢは一

切その責任を負いません。 

 

第６条（利用申込みの拒絶事由） 

申込者が下記のいずれかに該当する場合には、ＪＣＤＢは申込みを拒絶し、本契約を締結しないこと

があります。なお、ＪＣＤＢは、申込者に対し、原則として申込拒絶の理由を開示いたしません。 

(1) 契約必要事項に虚偽の記載があった場合。 

(2) 申込者または契約締結後の利用者が、本約款の条項に違反する蓋然性が高いとみなされ

る場合。 

(3) 申込者または契約締結後の利用者が、本サービスを悪用または不正利用をする蓋然性が

高いとみなされる場合、もしくは、第三者に損害を与える蓋然性が高いとみなされる場合。 

(4) 申込者に本サービスを提供した結果、ＪＣＤＢが著しい不利益を蒙ると判断した場合。 

(5) 申込者または契約締結後の利用者が、ＪＣＤＢと競業する事業者である場合。 

(6) 申込者が実在しない場合。 

(7) その他ＪＣＤＢが契約者または利用者として不適当と判断した場合。 

 

第７条（本サービスの内容および禁止事項） 

1. 利用者は、インターネットを通じてｅｚＭＯＮＩＴＯＲに掲載されているデータ（以下「本データ」とい

います）を閲覧することができます。 

2. 利用者は、原則として、①契約者がその事業（当該契約者が複数の事業を有する場合には、利

用者が属する事業所の事業に限ります。以下本項において同じ。）を実施するために遵守すべ

き法令の調査を行う目的、②契約者がその事業を実施するために遵守する必要がある、法令

もしくは契約者の事業分野における自主規制等に基づき、その作成を必要とされるＳＤＳその

他の文書を契約者が作成する目的、または③利用者が属する事業所内でのみ利用される文書

を契約者が作成する目的（以下、これらの目的を併せて「本目的」といいます）でのみ、本サー

ビスを利用することができます。また、利用者は、本目的のために必要な文書を契約者が作成



する場合においてのみ、本データの記載内容を引用（転写）することができます。 

3. 契約者および利用者は、ＪＣＤＢの事前の書面による同意を得た場合でなければ、本目的以外

の目的で本サービスを利用することはできません。 

4. 前２項の規定にかかわらず、契約者および利用者による以下の行為を禁止します。 

(1) 違法な目的で本サービスまたは本データを利用すること。 

(2) ｅｚＭＯＮＩＴＯＲ以外のシステムまたはプログラムを用いて本データの自動検索または取

得をすること。 

(3) 契約者以外の者のためにＳＤＳその他の文書を作成することを目的として、本サービス

および本データを利用すること。 

(4) 本条第２項が定める以外の方法で本データを引用、複製、翻訳、転記、出版、頒布等

すること（例えば、コンピュータシステムに本データを取り込むことを含むが、これに限ら

れない）。 

(5) 本約款に規定された場合を除き、方法のいかんを問わず、本データを JCDB に無断で

契約者または利用者以外の第三者に送信、転送、譲渡等すること。 

(6) ＪＣＤＢ が発行したユーザーＩＤおよびパスワードを、利用者以外の第三者に利用させ

ること。 

(7) 本契約に基づいて契約者および利用者が取得する本サービスの利用権その他の権利

を第三者に譲渡もしくは貸与すること、第三者の権利を設定すること、または、第三者

の担保に提供すること。 

(8) 不正アクセス行為、ハッキング行為、クラッキング行為をすること。 

(9) 本契約期間中、本サービスを利用してＪＣＤＢと実質的に同一の事業（本サービスに

類似するサービスの提供、ＳＤＳ作成代行・受託サービス等をいう。）またはＪＣＤＢと

市場において競合し得る製品もしくはサービスの開発を、自らまたは第三者をして行う

こと。 

(10) その他、ＪＣＤＢに損害を与える行為をすること。 

 

第８条（利用料金） 

1. 本サービスの利用料金は、契約期間の利用に対し、価格表の年額および消費税相当額を合計

した金額とします。 

            （価格表） 

登録上限数 利用料金（年額） 

1 件～ 30 件 300,000 円 

31 件～150 件 1,080,000 円 

151 件～500 件 2,040,000 円 

登録上限数とは、本サービスに登録する 製品・物質・法規それぞれの上限数とします。 

2. 契約期中の登録上限数の変更については、追加のみとし、変更後の利用金額の年額と従前

の利用金額の年額の差額を 12 箇月で案分し、契約月を含む当該契約満了月までの月割金

額を請求するものとします。 

3. 登録上限数の変更については、第５条第２項に定める期日までに所定の書式にて届出をして

下さい。当該期日までに届出がない場合は、同一条件にて更新の意思表示があったものとみ

なし、更新の利用料金を請求いたします。 



第９条（利用料金の支払方法） 

1. ＪＣＤＢは、契約者に対し、契約開始月に前条の定めに基づき発生する利用料金の請求書を発

送しますので、契約者は、同請求書の発行日の翌月末までに、ＪＣＤＢ指定の方法により、一括

で本サービスの利用料金をお支払いください。 

2. 契約期中の登録上限数の変更に関する利用料金については、変更反映月はじめの営業日に、

前条の定めに基づき発生する利用料金の請求書を送付しますので、契約者は、同請求書の発

行日の翌月末までに、ＪＣＤＢ指定の方法により、一括で本サービスの利用料金をお支払いくだ

さい。 

3. お支払いに必要な金融機関の払込手数料は、契約者がご負担ください。 

 

第１０条（本サービスの利用時間等） 

1. ＪＣＤＢは、利用者に対し、原則として年中無休２４時間体制で本サービスを提供します。ただ

し、利用時間中であっても、利用者は、同一のユーザーＩＤで同時に複数のパソコンからｅｚＭＯ

ＮＩＴＯＲにログインすることはできません。 

2. システムのメンテナンスのため、ＪＣＤＢのホームページで予告した上（ただし、やむを得ない場

合はこの限りではありません。）、サービスの提供を一時的に停止することがあります。 

3. ｅｚＭＯＮＩＴＯＲへのデータの追加、変更作業等の必要性から、何らの予告なくして一時的に本

サービスの提供を停止する場合があります。 

4. 法定検査または回線、システム等の故障もしくは不具合により、サービスを何らの予告なくして

緊急に停止することがあります。 

5. 天災、火災、事故等のやむを得ない緊急時その他、運用上または技術上、ＪＣＤＢが本サービ

スの提供の一時的な停止または制限が必要と判断したときには、何らの予告なくして本サービ

スの利用を制限し、または、その一部もしくは全部を休止することがあります。 

6. ＪＣＤＢは、前４項の規定に従い本サービスの提供の遅滞または停止等が発生したとしても、

これに起因して契約者、利用者または第三者が被った損害については、一切責任を負わない

ものとします。 

 

第１１条（ユーザーID、パスワード等の管理責任等） 

1. 契約者および利用者は、ＪＣＤＢが許可したユーザーＩＤ、パスワード、ドメイン名（以下「ユーザ

ーＩＤ等」といいます）以外のユーザーID 等を使用して本サービスを利用することはできません。 

2. 契約者は、ＪＣＤＢから提供を受けたユーザーＩＤ等を自己の責任において管理してください。利

用者以外の第三者がユーザーＩＤなど使用し、ＪＣＤＢが損害を被った場合、賠償して頂くことが

あります。 

3. 契約者の管理するユーザーＩＤ等が第三者により不正に使用されるおそれがある場合は、契約

者は速やかにＪＣＤＢに通知してください。ＪＣＤＢは、契約者からの通知を受け調査し、当該パ

スワード等の利用中止など、ＪＣＤＢが必要と判断する措置を講じます。この場合、契約者は、Ｊ

ＣＤＢに対し、合理的な協力をするものとします。 

4. ＪＣＤＢは、ユーザーID 等が第三者に利用されたことによって当該契約者または利用者が被る

損害について、一切責任を負いません。 

 

第１２条 (問い合わせ) 

本サービスの内容に係る問い合わせについては、基本的に下記メールアドレスにて受け付けます。 



お問い合わせ先メールアドレス： ｊcdb-sales@jcdb.co.jp 

 

第１３条 (責任範囲の限定等) 

1. 本サービスで提供される内容は、ＪＣＤＢが官報などに基づいて自ら調査を行うことによって得ら

れた成果に基づくものであり、内容の完全性や正確性、および全ての化学品、化学物質を網羅

していることを保証するものではありません。 

2. 本サービスを利用することにより契約者または利用者が期待した効果が得られなかったとして

も、ＪＣＤＢは、損害賠償その他一切の責任を負いません。 

3. 契約者または利用者が本サービスを利用するに際し、第三者に対して損害を与えた場合、当

該契約者または利用者は、自己の責任と費用をもって解決し、ＪＣＤＢに何ら損害を与えない

ようにするものとします。 

 

第１４条（本契約の解除） 

1. 以下に定める事項が発生した場合、ＪＣＤＢは、契約者または利用者に対して、何らの催告を要

することなく、本契約を解除することができます。 

(1) ＪＣＤＢの請求料金が請求書を発行した日の翌日から６０日以上経過しても、入金が確認で

きない場合。 

(2) 契約者または利用者が本契約および本約款のいずれかの条項に違反した場合および違反

する蓋然性が高いとＪＣＤＢが判断した場合。 

(3) 契約必要事項等につき虚偽の申告をした場合。 

(4) ユーザーID 等を不正に利用した場合。 

(5) 本サービスの運営を妨害した場合。 

(6) 監督官庁により営業の許可取消、停止等の処分を受けた場合。 

(7) 支払停止もしくは支払い不能の状態に陥った場合、または手形もしくは小切手が不渡りと

なった場合。 

(8) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課滞納処分を

受けた場合。 

(9) 破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、

または自ら申立てを行った場合。 

(10) 解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をした場合。 

(11) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそ

れがあると認められる場合。 

(12) ＪＣＤＢまたは本サービスの名誉、信用等を著しく毀損した場合。 

(13) その他ＪＣＤＢがその裁量により、契約者または利用者として不適当判断した場合。 

2. 前項によりＪＣＤＢが本契約を解除した場合であっても、ＪＣＤＢは既に受領した利用料金の払

い戻し等は一切行いません。また、本契約を解除された契約者は、本契約が解除された時点

において発生している利用料金の支払その他の債務を直ちに履行するものとします。 

 

第１５条（本サービスの変更） 

ＪＣＤＢは、いつでも合理的だと認められる範囲内で、本サービスに関する変更、改良を任意に行うこ

とができます。 

 



第１６条（損害賠償） 

契約者または利用者が、本契約および本約款のいずれかの条項に違反し、その結果ＪＣＤＢが損害

を被ったときは、契約者はＪＣＤＢに対し、当該損害（弁護士費用を含みますが、これに限られませ

ん）を賠償しなければなりません。 

 

第１７条（本約款の変更） 

1. ＪＣＤＢは、合理的であると認められる範囲で、本約款の内容を変更することができます。 

2. 価格の改定を含め本約款に変更があるときは、ＪＣＤＢは契約者に対して、ｅｚＭＯＮＩＴＯＲログ

インページにその旨および変更後の本約款の内容を掲載し、変更後の本約款が適用される日

から 1 ヶ月以上前に通知します。 

 

第 1８条（個人情報の保護） 

ＪＣＤＢは、本サービスの提供に際して知り得た利用者の個人情報（個人情報の保護に関する法律

（以下「個人情報保護法」といいます）第２条第１項に定義されるものをいいます）につき、ＪＣＤＢの

ウェブサイトに掲載している「個人情報について」に基づき取り扱い、個人情報保護法その他法令等

を遵守するものとします。 

 

第１９条（知的財産権の帰属） 

本サービスに係る全てのデータ、図表、ソフトウェア等および本データの知的財産権その他一切の

権利は、ＪＣＤＢまたはＪＣＤＢにライセンスを許諾している者に帰属します。 

 

第２０条（反社会的勢力の排除） 

1. 契約者および利用者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者（利用

者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を

介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ）が、利用開始日において次の各号の一に該

当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 

i. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集

団、その他これらに準じる者（以下、「反社会的勢力」と総称します）であること。 

ii. 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を

有すること。 

iii. 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって

するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。 

iv. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること。 

v. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

2. 契約者および利用者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまた

は第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用

いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨

害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。 

3. ＪＣＤＢは、契約者または利用者が前２項のいずれかに違反したと認めた場合、当該会員に何

らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるも



のとします。 

4. ＪＣＤＢは、契約者または利用者が反社会的勢力に該当するおそれがあると認めた場合に

は、当該契約者または当該利用者もしくは当該利用者が所属する契約者に対し、必要に応じ

て説明または資料の提出を求めることができ、当該契約者または当該利用者もしくは当該利

用者が所属する契約者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該契約者ま

たは当該利用者もしくは当該利用者が所属する契約者がこれに速やかに応じず、あるいは、

虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったとＪＣＤＢが認めた場

合、ＪＣＤＢは、当該契約者または当該利用者が所属する契約者に何らの通知、催告をするこ

となく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

 

第２１条（準拠法および管轄裁判所） 

本契約および本約款は、全て日本国の法律に準拠します。また、本契約および本約款に関する紛争

については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２２条（協議条項） 

本契約および本約款に定めのない事項が発生したとき、または、本契約および本約款の各条項の

解釈に疑義が生じたときは、ＪＣＤＢおよび契約者は、誠意をもって協議を行い、これを解決するもの

とします。 

 

以 上 


